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第２節 狂犬病予防第２節 狂犬病予防第２節 狂犬病予防第２節 狂犬病予防

１．狂犬病予防法及び三重県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、狂犬病発生防

止に努めるとともに、関係市町の協力の下に畜犬の収容、放し飼い防止などの飼育指導を

行い、畜犬による人畜その他の危害の発生防止に努めている。また、猫の収容もしている。

畜犬捕獲等業務

畜犬捕獲及び収容頭数 返還頭数 咬傷犬届出件数 猫引取数

平成９年度 ５３９ １８ １１ ２２７

平成 10 〃 ５６７ ２５ １２ ２８７

平成 11 〃 ４９５ ２５ ９ ２６６

平成 12〃 ４４１ ２６ １４ ２５８

平成 13 ” ３８３ ２２ １３ ２４４

２．動物の愛護及び管理に関する法律（平成 12年 12月 1日に動物の保護及び管理に関

する法律が一部改正）により動物取扱業は届出が必要になり、届出のあった施設の監視・

指導を行っている。

動物取扱業営業届

届出数

平成 12年度 ２２

平成 13年度 ７


